	埼玉県相談支援体制整備事業における実態調査　ご協力のお願い


◆◇◆　調査の目的　◆◇◆
障害者が地域で安心して生活するためには、地域自立支援協議会をはじめとする相談支援体制の構築が重要です。そこで、本調査は埼玉県の相談支援体制の実態を明らかにし、相談支援体制整備や充実強化を促進するための基礎調査として、県内全ての指定相談支援事業所を対象として調査いたします。
なお、本調査は埼玉県よりＮＰＯ法人埼玉県障害者相談支援専門員協会に委託されて行い、相談支援体制整備事業の一部として昨年度と同様に実施し、集計結果につきましては、公表を予定していることを申し添えします。
◆◇◆　記入にあたっての注意　◆◇◆

・番号を選ぶところではあてはまる番号に○をつけてください。特に指定のない場合、○は1つだけつけてください。

・記述式のところでは、楷書で明確に記入してください。

・本調査票は、必ず全ての設問を回答してください。

・特に指定がない限り、平成21年4月1日現在の状況を記入してください。

・本調査の結果は、今後の埼玉県の相談支援体制整備、充実強化に促進するために使用し、それ以外での使用はいたしません。

・お忙しいところ誠に恐縮ですが、記入済みの調査票は同封の返信用封筒（切手不要）にて、平成21年9月18日（金）までに投函下さい。
・本調査の記入の仕方や項目に分かりにくい点がありましたら、お手数ですが、以下の連絡先まで連絡をお願いいたします。

【調査実施主体・調査票返送先・記入に関する問合せ先】

	〈実施主体〉埼玉県

〈調査実施〉埼玉県障害者相談支援専門員協会　（担当：菊本）

　　〒350-1175　埼玉県川越市笠幡1646-17（社会福祉法人ともいき会内）
※原則的として、問合せはメールないしＦＡＸでお願いいたします。

（24時間以内にお返事いたします）

　　　E-mail：s.soudanshien@gmail.com
　　　FAX：049-239-3699

※ただし、提出期限まで時間的に余裕がない場合や文章等では表現が難しい問合せについては、遠慮なく次のぎ添えしますす























































































































電話番号までお問合せください。

　　　TEL：080-6680-0720（受付時間：10：00～16：00）


	埼玉県相談支援体制整備事業における実態調査


1. 貴事業所、機関、団体についてお聞きします。（平成21年4月1日現在）

	①事業者、

機関、団体名
	（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	②実施主体
	１．行政機関　　２．委託相談支援事業所　　３．委託をうけていない指定相談支援事業所　　

	③開設年月日
	西暦（　　　　　　　　）年（　　　　　　　　）月開設

	④窓口の

設置場所
	１．市町村役所（障害者福祉課等の窓口）

２．公共施設（公民館、福祉センター等）　　

３．委託相談支援事業所（委託された機関の窓口）

４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	⑤前相談支援事業の種類（自立支援法施行前）
	1. 市町村障害者生活支援事業

2. 障害児（者）地域療育等支援事業

3. 精神障害者地域生活支援センター事業

4. なし（障害者自立支援法施行後開始）

5. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	⑥窓口受付時間
	月曜日（　　：　　～　　：　　）　　金曜日（　　：　　～　　：　　）

火曜日（　　：　　～　　：　　）　　土曜日（　　：　　～　　：　　）

水曜日（　　：　　～　　：　　）　　日曜日（　　：　　～　　：　　）

木曜日（　　：　　～　　：　　）　　

	⑦窓口受付時間外の対応
	１．24時間窓口対応

２．電話転送

３．なし

４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	⑧現在、使用しているケアマネジメント様式について
	アセスメント
	１．行政が指定の書式　２．事業所独自の書式　３．特に定めなし

	
	個別支援計画
	１．行政が指定の書式　２．事業所独自の書式　３．特に定めなし

	
	モニタリング
	１．行政が指定の書式　２．事業所独自の書式　３．特に定めなし

	⑨相談支援に従事する職員の状況　※この欄に書ききれない場合は、コピーして追記してください。

	
	勤務形態

（１つに○）
	１週間の所定労働時間

【非常勤職員の場合】
	障害分野の

相談員としての

経験年数
	保有する資格

（該当するすべてに○）

	
	１
	２
	３
	４
	
	
	１
	２
	３
	４
	５
	６
	７
	８
	９

	
	常勤・専任
	常勤・兼任
	非常勤・専任
	非常勤・兼任
	
	
	相談支援専門員
	社会福祉士
	精神保健福祉士
	介護福祉士
	社会福祉主事任用資格
	保健師
	介護支援専門員
	看護師
	その他

	職員Ａ
	１
	２
	３
	４
	時間/週
	　　年　　ヶ月
	１
	２
	３
	４
	５
	６
	７
	11
	12

	職員Ｂ
	１
	２
	３
	４
	時間/週
	　　年　　ヶ月
	１
	２
	３
	４
	５
	６
	７
	11
	12

	職員Ｃ
	１
	２
	３
	４
	時間/週
	　　年　　ヶ月
	１
	２
	３
	４
	５
	６
	７
	11
	12

	職員Ｄ
	１
	２
	３
	４
	時間/週
	　　年　　ヶ月
	１
	２
	３
	４
	５
	６
	７
	11
	12

	職員Ｅ
	１
	２
	３
	４
	時間/週
	　　年　　ヶ月
	１
	２
	３
	４
	５
	６
	７
	11
	12

	職員Ｆ
	１
	２
	３
	４
	時間/週
	　　年　　ヶ月
	１
	２
	３
	４
	５
	６
	７
	11
	12

	職員Ｇ
	１
	２
	３
	４
	時間/週
	　　年　　ヶ月
	１
	２
	３
	４
	５
	６
	７
	11
	12

	職員Ｈ
	１
	２
	３
	４
	時間/週
	　　年　　ヶ月
	１
	２
	３
	４
	５
	６
	７
	11
	12


2. 平成20年4月～21年3月の1年間の相談実人数と相談延べ件数についてお聞きします。
（１）相談実人数

新規相談実人数（昨年度１年間の相談者の内、過去に相談記録がない状態の相談者）、継続相談者実人数（昨年度１年間相談者の内、過去に相談記録がある相談者のこと）のことについてお聞きします。

①相談実人数の内訳
	ア．新規相談者実人数
	（　　　 　　　　　　）人　

	イ．継続相談者実人数 
	（　　　　　　 　　　）人


②相談実人数の内訳：障害種別の人数数（手帳有無は問わない）
	ア．身体障害
	（　　　　　　　　　　　　）件

	イ．知的障害
	（　　　　　　　　　　　　）件

	ウ．精神障害
	（　　　　　　　　　　　　）件

	エ．発達障害
	（　　　　　　　　　　　　）件

	オ．高次脳機能障害
	（　　　　　　　　　　　　）件

	カ．その他
	（　　　　　　　　　　　　）件


※重複する障害の場合は、それぞれの障害に計上（身体、知的の重複の場合、身体障害、知的障害に計上）。

③相談実人数の内訳：新規相談者の相談経路

	ア．本人
	（　　　　　　　　　　　　）件
	ク．他の指定相談支援事業所
	（　　　　　　　　　　　　）件

	イ．家族・親族　
	（　　　　　　　　　　　　）件
	ケ．学校・教育委員会
	（　　　　　　　　　　　　）件

	ウ．県行政
	（　　　　　　　　　　　　）件
	コ．社会福祉協議会
	（　　　　　　　　　　　　）件

	エ．市町村行政
	（　　　　　　　　　　　　）件
	サ．法律関連の機関
	（　　　　　　　　　　　　）件

	オ．医療機関
	（　　　　　　　　　　　　）件
	シ．民生委員
	（　　　　　　　　　　　　）件

	カ．福祉サービス提供事業所（施設含む）
	（　　　　　　　　　　　　）件
	ス．知人・隣人
	（　　　　　　　　　　　　）件

	キ．就労関連機関
	（　　　　　　　　　　　　）件
	セ．その他（　　　　　　　）
	（　　　　　　　　　　　　）件


※新規相談者は、過去に相談記録がない状態の相談者のこと。
（２）相談延べ件数
　平成20年4月～21年3月の1年間の相談延べ件数についてお聞きします。
①相談件数の内訳：相談方法別の件数
	ア．来所
	（　　　　　　　　　　　　）件

	イ．訪問　
	（　　　　　　　　　　　　）件

	ウ．電話等（メール、手紙、ＦＡＸ等含む）
	（　　　　　　　　　　　　）件

	エ．その他
	（　　　　　　　　　　　　）件


②相談件数の内訳：相談内容別の件数
※複数の内容にわたる場合は、それぞれに1件とカウントして記入して下さい。
　例）1回の相談で「ア．制度、法律に関すること」「イ．サービス等の利用援助」の2種類の相談内容を受け付けた場合、ア、イそれぞれに1件とカウントして下さい。
	ア．制度、法律に関すること
	（　　　　）件
	ケ．地域生活移行に関すること
	（　　　）件

	イ．福祉サービス等の利用援助
	（　　　　）件
	コ．ひきこもりに関すること
	（　　　）件

	ウ．金銭、財産管理
	（　　　　）件
	サ．住居に関すること
	（　　　）件

	エ．保育、教育
	（　　　　）件
	シ．人間関係に関すること
	（　　　）件

	オ．就労
	（　　　　）件
	ス．不安の解消、情緒安定
	（　　　）件

	カ．余暇支援
	（　　　　）件
	セ．収入など経済面に関すること
	（　　　）件

	キ．虐待、DV等
	（　　　　）件
	ソ．結婚、性に関すること
	（　　　）件

	ク. 障害や病気に関すること
	（　　　　）件
	タ．その他（　　　　　　　　　　　　　）
	（　　　）件


③相談件数の内訳：相談頻度別の件数
	ア．一回で終了
	（　　　　　　　　）件

	イ．数回で終了
	（　　　　　　　　）件

	ウ．継続的支援
	（　　　　　　　　）件

	


④相談件数の内訳：相談対応別の件数
※複数の内容にわたる場合は、それぞれに1件とカウントして記入して下さい。
　例）1回の相談で「イ．情報提供」「ウ．他機関の紹介」の2種類の対応をした場合、イ、ウそれぞれに1件とカウントして下さい。
	ア．話を聞いたのみ
	（　　　　　　　　）件

	イ．情報提供
	（　　　　　　　　）件

	ウ．他機関の紹介
	（　　　　　　　　）件

	エ．施設等の見学同行
	（　　　　　　　　）件

	オ．個別支援会議
	（　　　　　　　　）件

	カ．サービス調整会議（関連機関調整含む）
	（　　　　　　　　）件

	キ．個別支援計画の作成
	（　　　　　　　　）件

	ク．直接支援
	（　　　　　　　　）件


個別支援会議：当事者のニーズを引き出したり、整理し、個別支援計画等を作成していく過程での会議
サービス調整会議：個別支援計画を基にサービス提供機関や担当者が実際にサービス提供方法等の調整をする会議

3. 平成20年4月～21年3月の１年間に、主訴を理解するのに沢山の時間がかかった事例や、主訴が複雑で広範囲にまたがっている事例など、対応に苦慮した事例（以下「困難事例」）がありましたか？

	１．ある　　　２．ない


【困難事例が「１．ある」と答えた方にお聞きします】

	①相談実人数に

占める困難事例の割合
	（　　　　　　）％　※２①実人数に対する割合を、小数点以下第1位を四捨五入し、整数で記入。

	②困難事例の問題領域（該当するすべてに○）
	ア．制度、法律に関すること
イ．福祉サービス等の利用援助

ウ．金銭、財産管理

エ．学校教育

オ．就労

カ．余暇支援
キ．虐待、DV等

ク．障害や病気に関すること
	ケ．地域生活移行に関すること
コ．ひきこもりに関すること

サ．住居に関すること

シ．人間関係に関すること

ス．不安解消、情緒安定

セ．収入など経済面に関すること

ソ．結婚、性に関すること

タ．その他（　　　　　　　　　　）

	③対応に困難を感じた場合、事業所内でどのような対応を行っていますか？（該当するすべてに○）
	ア．責任者（上司）に相談する

イ．同僚等に相談する

ウ．上司や同僚がいないため、相談できない

エ. 事業所内でケース検討（会議）を行う

オ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	④事業所内で（一事業所として）対応に困難を感じた場合、どのようなところに相談しますか？（該当するすべてに○）
	ア．県行政（障害者分野）
イ．県行政（高齢者分野）
ウ．県行政（乳幼児、児童分野）
オ．市町村行政（障害者分野）
カ．市町村行政（高齢者分野）
キ．市町村行政（乳幼児、児童分野）
ク．病院等の医療機関（精神分野）
ケ．病院等の医療機関（上記以外）
	コ．福祉サービス提供事業所（施設含む）
サ．就労関連の機関
シ．他の指定相談機関
ス．学校・教育委員会
セ．社会福祉協議会
ソ．法律関連の機関（弁護士事務所等）
タ．埼玉県障害者相談支援専門員協会

チ．特定の相談先はない
ツ．その他（　　　　　　　　　　　）


4. 現在、相談支援事業を実施するに当たり、連携されることが多い分野や機関はどこですか？また、今後、連携を強化しようと考えている分野や機関はどこですか？

1 現在連携している分野、機関（該当するすべてに○）

	ア．県行政（障害者分野）
イ．県行政（高齢者分野）
ウ．県行政（乳幼児、児童分野）
オ．市町村行政（障害者分野）
カ．市町村行政（高齢者分野）
キ．市町村行政（乳幼児、児童分野）
ク．病院等の医療機関（精神分野）
ケ．病院等の医療機関（上記以外）
	コ．福祉サービス提供事業所（施設含む）
サ．就労関連の機関
シ．他の指定相談支援事業所
ス．学校・教育委員会
セ．社会福祉協議会
ソ．法律関連の機関（弁護士事務所等）

タ．埼玉県障害者相談支援専門員協会

チ．特定の機関、団体はない

ツ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）


2 今後連携を強化しようと考えている分野、機関（該当するすべてに○）

	ア．県行政（障害者分野）
イ．県行政（高齢者分野）
ウ．県行政（乳幼児、児童分野）
オ．市町村行政（障害者分野）
カ．市町村行政（高齢者分野）
キ．市町村行政（乳幼児、児童分野）
ク．病院等の医療機関（精神分野）
ケ．病院等の医療機関（上記以外）
	コ．福祉サービス提供事業所（施設含む）
サ．就労関連の機関
シ．他の指定相談支援事業所
ス．学校・教育委員会
セ．社会福祉協議会
ソ．法律関連の機関（弁護士事務所等）

タ．埼玉県障害者相談支援専門員協会
チ．特定の機関、団体はない
ツ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）


５．該当地域内で不足していると感じている社会資源をお書き下さい。
例）行動援護のサービス提供事業所、就労関連機関

6. 相談事業のＰＲ方法について、お聞きします。本事業をどのような方法で、該当する地域へ広めていますか？（平成20年4月～平成21年3月の1年間の実績）（該当するすべてに○）

	ア．行政の広報誌、パンフレット等により（定期的・不定期）

イ．所属機関の広報誌、パンフレット等により

ウ．他団体・他事業所への事業説明等（例：社会福祉協議会、居宅介護支援事業所など）
エ．地域への事業説明等（例：自治会、商店会、商工会、民生委員など）
オ．ホームページ等により

カ．特にしていない

キ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


7. 相談支援体制の充実強化を図る方法の一つには、相談員の資質向上が不可欠と考えられますが、貴事業所ではどのような方法で行う予定ですか？（今年度の実績・予定に基づき、該当するすべてに○）

	①施設内
	②施設外

	ア．上司等による指導

イ．ケース検討会等

ウ．個人による自己啓発

エ．特に行っていない

オ．その他

（　　　　　　　　　　　　　　　　）
	ア．相談面接技術に関する研修

イ．ケアマネジメントに関する研修

ウ．制度、政策に関する研修

エ．実習（先駆的な取組みをしている事業所や相談実績の豊富な事業所等）

オ．特に行っていない

カ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）


8. 地域自立支援協議会についてお聞きします。市町村の地域自立支援協議会とどの段階で関わっていましたか。１つに○をお付けください。

ア．地域自立支援協議会の設計段階から関わっている

イ．地域自立支援協議会の設計段階からは関わっていない
ウ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

①地域自立支援協議会との関係性で一番近いもの１つに○をお付けください。

	ア．地域自立支援協議会の事務局を委託され、参加している

イ．地域自立支援協議会に参加している

ウ．地域自立支援協議会に参加しているが、協議会メンバーではない

エ．地域自立支援協議会の事務局を委託されているが、参加していない

オ．地域自立支援協議会に参加していない

カ．地域自立支援協議会が設立されていない　→設立予定がある場合：西暦　　　　年　　月頃設立予定

キ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


【地域自立支援協議会に何らかの形で関わっている（ア～オ）と答えた方にお聞きします】

②参加されている地域自立支援協議会のメンバー構成を記入してください。（該当するすべてに○）

	ア．学識者
イ．相談支援事業者
ウ．在宅サービス提供事業者
エ．福祉施設関係者
	オ．権利擁護関係者
カ．学校関係者
キ．高齢者介護等の関係者
ク．保健医療関係者

	ケ．障害当事者
コ．就労関係機関

サ．地域の関係者(民生委員等)
シ．その他

（　　　　　　　　　　　　）


③地域自立支援協議会で検討されたことがきっかけで新たに生まれた社会資源はありますか？ありましたら、下記に記入してください。

■■■　調査は以上です。お忙しいところご協力ありがとうございました　■■■
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